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    記事番号： 1-486

  

  
    公開日 2017年08月01日

  



      
      市内における漁業の担い手の確保及び育成を図ることを目的として、漁業後継者及び新規就業者に対し、就業等に要する経費について、補助金を交付します。


 


１　補助対象者


次のすべての要件に該当する者


（１）漁業後継者又は新規就業者であって、八幡浜漁業協同組合からの推薦を受けることができること。


（２）市税等を滞納していないこと。


（３）他の制度による補助金又は助成金等の交付を受けていないこと。


（４）過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。


 


	
			◯漁業後継者


			 

				
			八幡浜市に住所を有し、かつ、１５歳以上４０歳未満の者であって、


			漁業を業として行う親族の経営基盤を引き継ぎながら規模拡大及び経営改善を行う者

			
	
			◯新規就業者


			 

				
			八幡浜市に住所を有し、かつ、１５歳以上５０歳未満の者であって、


			漁業を業として行う親族の経営基盤を全く引き継がずに新規経営する者又は親族が死亡、病気のため、代わりに新規経営する者

			



 


２　補助対象経費


技術研修費及び生活費


 


３　補助金額


（１）漁業後継者　漁業従事期間中月額５万円


（２）新規就業者　漁業従事期間中月額１０万円


 


支給期間は、最長３６か月間。但し、予算の範囲内での交付となります。


 


４　申請書類


要綱


 


５　問い合わせ


〒７９６−８５０１　八幡浜市北浜一丁目１番１号


八幡浜市　産業建設部　水産港湾課　電話０８９４−２２−３１１１　内線１４０６


 



    






          
  この記事に関するお問い合わせ

    
      
産業建設部　水産港湾課
郵便番号：796-8501
住所：愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL：0894-22-5989
FAX：0894-24-6180
E-Mail：suisankouwan@city.yawatahama.ehime.jp


    




    
  PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

  Adobe Acrobat Readerダウンロード
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	サイトマップ
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八幡浜庁舎〒796-8501愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号アクセスはこちら

保内庁舎〒796-0292愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地

TEL：(0894)22-3111（代表）FAX：(0894)24-0610（代表）その他市の関連施設の連絡先はこちら

開庁時間：午前8時30分から午後5時15分まで（土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日までは除く）
窓口延長業務についてはこちら

法人番号：3000020382043
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